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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明器具の光源ランプの光を照射方向に反射させる反射笠であって、
　前記光源ランプの光を反射させる反射面を有するとともに前記光源ランプを取り囲むよ
うに配置された複数の可動式反射板と、
　前記光源ランプに対する前記複数の可動式反射板の夫々の角度を個別に変更する複数の
角度変更機構と、を備え、
　前記複数の可動式反射板の前記反射面の側に前記複数の角度変更機構の夫々の操作部が
設けられ、
　前記複数の角度変更機構の夫々が、前記可動式反射板に固定されたスリーブと、前記照
明器具のベースにブラケットを介して基端側が支持されて前記スリーブに貫通螺合された
調整バーと、前記調整バーの先端部に設けられた前記操作部とを備えて構成され、
　前記操作部を回転させることで前記調整バーに螺合した前記スリーブが前記調整バーに
対して相対移動して前記可動式反射板の角度が変更されるように構成されている反射笠。
【請求項２】
　照明器具の光源ランプの光を照射方向に反射させる反射笠であって、
　前記光源ランプの光を反射させる反射面を有するとともに前記光源ランプを取り囲むよ
うに配置された複数の可動式反射板と、
　前記光源ランプに対する前記複数の可動式反射板の夫々の角度を個別に変更する複数の
角度変更機構と、を備え、
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　前記複数の可動式反射板の前記反射面の側に前記複数の角度変更機構の夫々の操作部が
設けられ、
　前記複数の可動式反射板の周囲に漏れた光を反射させる拡張反射部を備えている反射笠
。
【請求項３】
　前記光源ランプは、前記照明器具のベースに固定されている請求項１又は２に記載の反
射笠。
【請求項４】
　前記光源ランプの取付位置から見て、前記複数の可動式反射板の外側に固定式反射板が
設けられている請求項１～３の何れか一項に記載の反射笠。
【請求項５】
　照明器具の光源ランプの光を照射方向に反射させる反射笠であって、
　前記光源ランプの光を反射させる反射面を有するとともに前記光源ランプを取り囲むよ
うに配置された複数の可動式反射板と、
　前記光源ランプに対する前記複数の可動式反射板の夫々の角度を個別に変更する複数の
角度変更機構と、を備え、
　前記複数の可動式反射板の前記反射面の側に前記複数の角度変更機構の夫々の操作部が
設けられ、
　前記光源ランプの取付位置から見て、前記複数の可動式反射板の外側に固定式反射板が
設けられ、
　前記固定式反射板は、前記可動式反射板より光の拡散率が大きくなるように構成されて
いる反射笠。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明器具の光源ランプの光を照射方向に反射させる反射笠に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ルームライト、ダウンライト、スポットライト、車両用ヘッドライト等の照明器具は、
照射効率を向上させるために、光源ランプからの光を照射方向に反射させる反射面を有す
る反射笠が備え付けられている。
【０００３】
　一般的な照明器具用の反射笠として、台形の反射板を複数組み合わせたものが知られて
いる（例えば、特許文献１を参照）。
【０００４】
　特許文献１の反射笠は、台形の反射板を横方向に８枚つなぎ合わせ、笠状構造にした典
型的な構造を有する。この反射笠は、天井から吊り下げ、下方を照らすようにした照明器
具に使用される。
【０００５】
　また、近年では、照明器具を様々なシチュエーションで効率よく使用するために、反射
笠を構成する反射板を可動式とし、配光を制御可能とする反射笠も開発されている（例え
ば、特許文献２を参照）。
【０００６】
　特許文献２の照明器具に使用される反射笠は、光源ランプが取り付けられるソケットを
光軸に沿って前後方向に移動可能とし、当該ソケットの移動に合わせて複数の反射板を回
動させることにより、反射板の反射曲率が変更できるように構成されている。ここで、ソ
ケットの移動は、ソケットの後方に設けられた回転つまみを回転させ、当該回転つまみと
共に回転するねじ棒を照明器具の固定ベース板に対して前後に移動させることで行われる
。また、ソケットの移動に伴う複数の反射板の回動は、すべてが同じ動作で同時に行われ
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る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】意匠登録第１３３８５０１号公報
【特許文献２】特開平５－３２５６０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　照明器具は、その設置形態として、天井から吊り下げる形態、天井や壁に直接取り付け
る形態、天井や壁に穴を空けてそこに埋め込む形態等がある。これらの設置形態では、照
明器具を設置すると、その後はそのままの状態で継続使用されることになる。従って、従
来の照明器具では、光の照射方向を変更することはあまり想定されていなかった。
【０００９】
　ところが、照明器具の照射対象が変わったり、照射対象が移動したりすると、光の照射
範囲や照射方向も変更したい場合がある。
【００１０】
　これに関し、特許文献１の反射笠は、８枚の反射板が笠状構造に固定された典型的な従
来タイプの反射笠であるため、基本的には、光源ランプからの光の反射方向を変更するこ
とはできない。特許文献１の反射笠を用いた照射器具において、仮に、光の照射方向を変
更しようとすると、照明器具から反射笠を一旦取り外し、所望の角度で組まれた別の反射
笠を再度照明器具に取り付けるという極めて面倒な作業をすることになる。しかし、この
ような作業を行うことは非現実的である。
【００１１】
　一方、特許文献２の反射笠は、ソケットの移動に合わせて反射板を回動させることによ
り、反射板の反射曲率を変更することができる。従って、光の照射範囲を拡大したり、ス
ポット光のように照射範囲を絞ったりすることは可能である。ところが、この反射笠にお
いて反射板を回動させるためには、上述したように、ソケットの後方に設けられた回転つ
まみを回転させ、当該回転つまみと共に回転するねじ棒を照明器具の固定ベース板に対し
て前後に移動させる必要がある。しかし、照射器具を一旦設置すると、ソケットの後方に
手を伸ばして回転つまみを操作することは極めて困難である。特に、天井埋め込み型の照
明器具では、設置後はソケットの後方にアクセスすることは実質的に不可能となる。
【００１２】
　また、特許文献２の反射笠では、複数の反射板がすべて同じ動作で同時に回動するため
、光軸を中心とした照射範囲の拡大・縮小は可能であるが、照射範囲を移動させたり、照
射範囲を特定の方向に拡大・縮小したりすることはできない。
【００１３】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、照明器具からの光の
照射方向を容易に変更することを可能とし、且つ、照射対象の状態に応じて適切な照射範
囲を設定することを可能とする照明器具用の反射笠を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決するため第１，第２，第５の発明の反射笠は、
　照明器具の光源ランプの光を照射方向に反射させる反射笠において、
　前記光源ランプの光を反射させる反射面を有するとともに前記光源ランプを取り囲むよ
うに配置された複数の可動式反射板と、
　前記光源ランプに対する前記複数の可動式反射板の夫々の角度を個別に変更する複数の
角度変更機構と、を備え、
　前記複数の可動式反射板の前記反射面の側に前記複数の角度変更機構の夫々の操作部が
設けられている。
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【００１５】
　本構成の反射笠によれば、可動式反射板の反射面の側に、光源ランプに対する可動式反
射板の角度を変更する角度変更機構の操作部が設けられている。このため、天井や壁等に
照射器具を設置した後であっても、角度変更機構の操作部に手が届き易いものとなってい
る。その結果、照明器具からの光の照射方向を容易に変更することができる。
【００１６】
　本構成の反射笠によれば、複数の可動式反射板の角度を個別に変更することができるの
で、照明器具を設置した後も、照射範囲を移動させたり、特定の方向に拡大・縮小したり
することが可能となる。その結果、照射対象が移動した場合でも、照射対象を確実に照ら
すことができる。
【００１７】
　第１の発明は、前記複数の角度変更機構の夫々が、前記可動式反射板に固定されたスリ
ーブと、前記照明器具のベースにブラケットを介して基端側が支持されて前記スリーブに
貫通螺合された調整バーと、前記調整バーの先端部に設けられた前記操作部とを備えて構
成され、
　前記操作部を回転させることで前記調整バーに螺合した前記スリーブが前記調整バーに
対して相対移動して前記可動式反射板の角度が変更されるように構成されている。
【００１８】
　第２の発明は、前記複数の可動式反射板の周囲に漏れた光を反射させる拡張反射部を備
えている。
【００１９】
　本構成の反射笠によれば、可動式反射板の角度を変更したことによって複数の可動式反
射板の周囲に隙間ができた場合でも、拡張反射部により複数の可動式反射板の周囲に漏れ
た光を確実に反射させることができる。その結果、反射笠の反射効率が向上する。
【００２０】
　第３の発明は、第１又は第２の発明において、
　前記光源ランプは、前記照明器具のベースに固定されている。
【００２１】
　本構成の反射笠によれば、光源ランプは、照明器具のベースに固定されているので、照
射光を安定させることができる。その結果、可動式反射板の操作をするだけで、照射強度
、照射角度、及び照射範囲の細かい調整も容易に行うことができる。また、光源ランプが
移動しないので、照明器具の配線を簡素化することができる。
【００２２】
　第４の発明は、第１～第３の発明の何れか一つの発明において、
　前記光源ランプの取付位置から見て、前記複数の可動式反射板の外側に固定式反射板が
設けられている。
【００２３】
　本構成の反射笠によれば、複数の可動式反射板の外側に固定式反射板が設けられている
ので、固定式反射板による既定の範囲の照射と、可動式反射板による照射対象の状態に応
じた任意の範囲の照射とを同時に行うことができる。
【００２４】
　第５の発明は、前記光源ランプの取付位置から見て、前記複数の可動式反射板の外側に
固定式反射板が設けられ、
　前記固定式反射板は、前記可動式反射板より光の拡散率が大きくなるように構成されて
いる。
【００２５】
　本構成の反射笠によれば、複数の可動式反射板の外側に固定式反射板が設けられている
ので、固定式反射板による既定の範囲の照射と、可動式反射板による照射対象の状態に応
じた任意の範囲の照射とを同時に行うことができる。
　さらに、光源ランプから照射される光のうち、内側の可動式反射板に当たる光は確実に
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設定した照射方向へ反射され、外側の固定式反射板に当たる光は充分に拡散される。従っ
て、照射対象を確実に照らしつつ、当該照射対象の周辺の人々が感じる眩しさを低減する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の反射笠の上方斜視図である。
【図２】本発明の反射笠の下方斜視図である。
【図３】本発明の反射笠の角度変更機構の拡大図である。
【図４】本発明の反射笠において、４つの可動式反射板を広角位置にした状態の断面図で
ある。
【図５】本発明の反射笠において、４つの可動式反射板を狭角位置にした状態の断面図で
ある。
【図６】本発明の反射笠において、４つの可動式反射板を広角位置にした状態の底面図で
ある。
【図７】本発明の反射笠において、４つの可動式反射板を狭角位置にした状態の底面図で
ある。
【図８】本発明の反射笠において、２つの可動式反射板を広角位置にし、他の２つの可動
式反射板を狭角位置にした状態の底面図である。
【図９】本発明の反射笠を１台用いた照度測定結果（実施例１）を示す表である。
【図１０】本発明の反射笠を２台用いた照度測定結果（実施例２）を示す表である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明の反射笠に関する実施形態を図面に基づいて説明する。ただし、本発明は、以下
に説明する実施形態や図面に記載される構成に限定されることを意図せず、それらと均等
な構成も含む。
【００２８】
　図１は、本発明の反射笠１００の上方斜視図である。図２は、本発明の反射笠１００の
下方斜視図である。図３は、本発明の反射笠１００の角度変更機構の拡大図である。
【００２９】
　反射笠１００は、照明器具の光源ランプ５０の光を照射方向に反射させる目的で使用さ
れる。反射笠１００は、その主たる構成要素として、可動式反射板１０、及び角度変更機
構２０を備え、さらに、固定式反射板３０を備えている。
【００３０】
　可動式反射板１０は、光源ランプ５０の光を反射させる反射面１を有している。本実施
形態では、三枚の台形の反射面１を横方向に連接させて一枚の可動式反射板１０が形成さ
れている。そして、この可動式反射板１０を四枚使用し、光源ランプ５０を取り囲むよう
に配置されている。また、可動式反射板１０の一端は、光源ランプ５０のベース５１から
突設された第一ブラケット５２に、回動可能にヒンジ固定されている。
【００３１】
　可動式反射板１０を構成する三枚の反射面１のうち中央の反射面１には、光源ランプ５
０に対する可動式反射板１０の角度を変更する角度変更機構２０が設けられている。角度
変更機構２０は、反射面１に設けられたスリーブ１１、スリーブ１１に貫通される調整バ
ー１２、光源ランプ５０のベース５１に一端が固定されるとともに他端で調整バー１２の
末端を支持する第二ブラケット１３、及び調整バー１２を回転させる操作部１４を備えて
いる。ここで、スリーブ１１の内周面、及び調整バー１２の外周面には、両者が螺合する
ネジ溝が形成されており、調整バー１２の一端に取り付けられた操作部１４を回転させる
ことによって、スリーブ１１に対する調整バー１２の相対位置を調整することが可能とな
っている。
【００３２】
　次に、可動式反射板１０の動作について説明する。図４は、４つの可動式反射板１０を
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広角位置にした状態のＡ－Ａ断面図である。図５は、４つの可動式反射板１０を狭角位置
にした状態のＡ－Ａ断面図である。図６は、４つの可動式反射板１０を広角位置にした状
態の底面図である。図７は、４つの可動式反射板１０を狭角位置にした状態の底面図であ
る。図８は、２つの可動式反射板１０を広角位置にし、他の２つの可動式反射板１０を狭
角位置にした状態の底面図である。
【００３３】
　使用者が可動式反射板１０に設けられた角度変更機構２０の操作部１４を左方向に回転
させると、スリーブ１１は調整バー１２の末端方向に相対移動する。一方、第二ブラケッ
ト１３は調整バー１２の末端をそのまま支持している。従って、第二ブラケット１３とス
リーブ１２との距離が接近し、それに伴って可動式反射板１０は第一ブラケット５２を中
心とした上方への回転移動により光源ランプ５０に対して引き上げられた状態（図５及び
図７に示す状態であり、本明細書では「狭角位置」と規定する）となる。ちなみに、この
ときの第二ブラケット１３は、図５に示すように、スリーブ１１の側に若干引き寄せられ
て撓む。
【００３４】
　使用者が可動式反射板１０に設けられた角度変更機構２０の操作部１４を右方向に回転
させると、スリーブ１１は調整バー１２の操作部１４の方向に相対移動する。一方、第二
ブラケット１３は調整バー１２の末端をそのまま支持している。従って、第二ブラケット
１３とスリーブ１２との距離が離間し、それに伴って可動式反射板１０は第一ブラケット
５２を中心とした下方への回転移動により光源ランプ５０に対して引き下げられた状態（
図４及び図６に示す状態であり、本明細書では「広角位置」と規定する）となる。ちなみ
に、このときの第二ブラケット１３は、図４に示すように、スリーブ１１から離れて撓み
が解消される。
【００３５】
　ここで、角度変更機構２０の操作部１４は、図１～図７に示すように、可動式反射板１
０の反射面１の側（光源ランプ５０が存在する側）に設けられている。このため、天井や
壁等に照射器具を設置した後であっても、角度変更機構２０の操作部１４に手が届き易い
ものとなっている。その結果、照明器具（光源ランプ１０）からの光の照射方向を容易に
変更することができる。
【００３６】
　ところで、本実施形態の反射笠１００によれば、従来のように光源ランプ５０の光軸を
中心として照射範囲を拡大・縮小することは勿論のこと、さらには、照射範囲を移動させ
たり、照射範囲を特定の方向に拡大・縮小したりすることも可能となる。このような特徴
的な光照射が可能となるのは、本実施形態の反射笠１００には、可動式反射板１０が複数
箇所（本実施形態では四箇所）備えられており、夫々の可動式反射板１０が個別に角度変
更可能に構成されているからである。
【００３７】
　例えば、図８に示すように、２つの可動式反射板１０を広角位置にし、他の２つの可動
式反射板１０を狭角位置にした状態とすることができる。この場合、光源ランプ５０の反
射光は、図８における平面視で、右下方向に偏ることになる。
【００３８】
　このように、本発明の反射笠１００であれば、照明器具を設置した後も、容易に照射範
囲を移動させたり、特定の方向に拡大・縮小したりすることが可能となる。その結果、照
射対象が移動した場合でも、照射対象を確実に照らすことができる。
【００３９】
　固定式反射板３０は、光源ランプ５０の取付位置から見て、可動式反射板１０の外側に
設けられている。本実施形態では、合計三十二枚の台形の反射面３１を、光源ランプ５０
を取り囲むように二段に亘って横方向に連接させ、環状の固定式反射板３０が形成されて
いる。このような構成により、固定式反射板３０による既定の範囲の照射と、可動式反射
板１０による照射対象の状態に応じた任意の範囲の照射とを同時に行うことができる。
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【００４０】
　また、本実施形態の反射笠１００には、可動式反射板１０の周囲に漏れた光を反射させ
る拡張反射部１５が設けられている。このため、可動式反射板１０の角度を変更したこと
によって可動式反射板１０の周囲に隙間ができた場合でも、拡張反射部１５により可動式
反射板１０の周囲に漏れた光を確実に反射させることができる。その結果、反射笠１００
の反射効率が向上する。
【００４１】
　さらに、本実施形態の反射笠１００では、光源ランプ５０は、照明器具のベース５１に
固定されている。このような構造のため、光源ランプ５０からの照射光を安定させること
ができる。その結果、可動式反射板１０の操作をするだけで、照射強度、照射角度、及び
照射範囲の細かい調整も容易に行うことができる。また、光源ランプ５０が移動しないの
で、照明器具の配線を簡素化することができる。
【００４２】
　なお、本実施形態においては、反射笠１００は、図１、図２、図４、及び図５に示され
るように、光源ランプ５０の取付位置から徐々に内径が拡大する釣鐘のような形状となっ
ている。このため、反射笠１００の真下では光源ランプ５０の反射像（投影像）の変形量
が少なく、必要な照射光の強度を確保できるが、反射笠１００の真下から離れた位置では
反射像（投影像）が引き伸ばされることになるため、照射光の強度が低下し易くなる。そ
こで、本実施形態では、可動式反射板１０の反射面１、及び固定式反射板３０の反射面３
１を、光源ランプ５０を取り囲むように多段配置している。これにより、反射面１、及び
反射面３１で反射される光源ランプ５０の反射像の数が多くなる。本実施形態の反射笠１
００では、反射面１、及び反射面３１が合計４４枚あるため、反射像の数も４４となる。
そうすると、反射光（投影光）のキメがより細かく且つムラが少なくなる。その結果、反
射笠１００の真下から離れた位置でも、比較的高品質な反射光（投影光）を得ることがで
きる。また、本実施形態のように反射面１、及び反射面３１の数が多くなると、高級感の
あるデザイン性に優れた反射笠１００を実現することもできる。なお、反射面１、及び反
射面３１の段数は、照明器具の大きさ、照射距離、照射範囲等の諸条件に応じて、適宜増
加させることができる。また、本実施形態では、反射笠１００を釣鐘のような形状として
いるが、例えば、中間部にくびれを設ける等して、外観に変化を持たせることも可能であ
る。
【００４３】
　反射笠１００においては、照射対象を充分に照らしつつ、その周辺では眩しさを低減し
たいという要望もある。そこで、本実施形態の反射笠１００においては、光源ランプ５０
の取付位置から見て外側に配置されている固定式反射板３０は、それより内側に配置され
ている可動式反射板１０より、光の拡散率が大きくなるように構成されている。例えば、
固定式反射板３０の光の拡散率を８４％以上とし、可動式反射板１０の光の拡散率を１２
％未満に設定する。これにより、光源ランプ５０から照射される光のうち、可動式反射板
１０に当たる光は確実に照射方向へと反射されるとともに、固定式反射板３０に当たる光
は充分に拡散される。従って、照射対象物を充分な明るさで照らしつつ、当該照射対象物
の周辺の人々が感じる眩しさを低減することができる。光の拡散率の調整は、組立前の金
属板に対して、例えば、サンドブラストや化学研磨処理等の表面処理を施すことで、適切
な値に設定することができる。
【００４４】
　次に、本発明の反射笠１００を使用して行った具体的な実施例について説明する。
【実施例１】
【００４５】
　実施例１では、上記実施形態で説明した４４個の反射面を有する反射笠１００を１台使
用した。反射笠１００に出力１５０Ｗの光源ランプ５０を装着し、これを暗室内の所定位
置（水平距離：０ｍｍ，垂直距離：０ｍｍ）に設置した。そして、可動式反射板１０を、
（１）狭角位置、（２）中間角度位置、（３）広角位置に設定し、照射光の照度を測定し



(8) JP 5144590 B2 2013.2.13

10

20

30

40

50

た。測定では、反射笠１００からの水平距離が０～２０００ｍｍの地点、及び反射笠１０
０からの垂直距離が２０００～４０００ｍｍの地点において、照度計にて照度（単位：ル
クス）を測定した。測定結果を図９の表に示す。
【００４６】
　（１）狭角位置において、反射笠１００の直下（水平距離：０ｍｍ，垂直距離：２００
０ｍｍ）では、３７２３ルクスの明るさが計測された。そして、反射笠１００から離れる
につれて照度は徐々に低下し、反射笠１００から垂直方向で最も離れた位置（水平距離：
０ｍｍ，垂直距離：４０００ｍｍ）で９４５ルクスとなり、水平方向で最も離れた位置（
水平距離：２０００ｍｍ，垂直距離：４０００ｍｍ）で１８５ルクスとなった。
【００４７】
　（２）中間角度位置において、反射笠１００の直下（水平距離：０ｍｍ，垂直距離：２
０００ｍｍ）では、３３７８ルクスの明るさが計測された。そして、反射笠１００から離
れるにつれて照度は徐々に低下し、反射笠１００から垂直方向で最も離れた位置（水平距
離：０ｍｍ，垂直距離：４０００ｍｍ）で６８３ルクスとなり、水平方向で最も離れた位
置（水平距離：２０００ｍｍ，垂直距離：４０００ｍｍ）で２４０ルクスとなった。
【００４８】
　（３）広角位置において、反射笠１００の直下（水平距離：０ｍｍ，垂直距離：２００
０ｍｍ）では、２６６９ルクスの明るさが計測された。そして、反射笠１００から離れる
につれて照度は徐々に低下し、反射笠１００から垂直方向で最も離れた位置（水平距離：
０ｍｍ，垂直距離：４０００ｍｍ）で５５８ルクスとなり、水平方向で最も離れた位置（
水平距離：２０００ｍｍ，垂直距離：４０００ｍｍ）で２５５ルクスとなった。
【００４９】
　上記（１）～（３）の測定結果より、反射笠１００の可動式反射板１０を狭角位置から
広角位置に移動させるに従って、光の照度が均等化されることが確認された。このように
、本発明の反射笠１００を使用すれば、可動式反射板１０の角度を調整するだけの簡単な
操作で、均等な光照射を容易に実現することが可能となる。
【実施例２】
【００５０】
　実施例２では、上記実施形態で説明した４４個の反射面を有する反射笠１００を２台使
用した。夫々の反射笠１００に出力１５０Ｗの光源ランプ５０を装着し、これらを可動式
反射板１０の角度に応じて２０００ｍｍ～４０００ｍｍ離間させて暗室内に配置した。各
反射笠１００における可動式反射板１０の角度は、実施例１と同様の角度である（１）狭
角位置、（２）中間角度位置、（３）広角位置に設定し、照射光の照度を測定した。測定
では、各反射笠１００からの水平距離が５００ｍｍ毎の地点、及び反射笠１００からの垂
直距離が２０００～４０００ｍｍの地点において、照度計にて照度（単位：ルクス）を測
定した。測定結果を図１０の表に示す。
【００５１】
　（１）狭角位置において、反射笠１００の直下（水平距離：０ｍｍ及び２０００ｍｍ，
垂直距離：２０００ｍｍ）では、３８１７ルクスの明るさが計測された。そして、反射笠
１００から離れるにつれて照度は徐々に低下し、反射笠１００から垂直方向で最も離れた
位置（水平距離：０ｍｍ及び２０００ｍｍ，垂直距離：４０００ｍｍ）で１１３０ルクス
となり、水平方向で最も離れた位置（水平距離：１０００ｍｍ，垂直距離：４０００ｍｍ
）で１１４８ルクスとなった。
【００５２】
　（２）中間角度位置において、反射笠１００の直下（水平距離：０ｍｍ及び３５００ｍ
ｍ，垂直距離：２０００ｍｍ）では、３３７８ルクスの明るさが計測された。そして、反
射笠１００から離れるにつれて照度は徐々に低下し、反射笠１００から垂直方向で最も離
れた位置（水平距離：０ｍｍ及び３５００ｍｍ，垂直距離：４０００ｍｍ）で６８３ルク
スとなり、水平方向で最も離れた位置（水平距離：１５００ｍｍ及び２０００ｍｍ，垂直
距離：４０００ｍｍ）で６２８ルクスとなった。
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【００５３】
　（３）広角位置において、反射笠１００の直下（水平距離：０ｍｍ及び４０００ｍｍ，
垂直距離：２０００ｍｍ）では、２６６９ルクスの明るさが計測された。そして、反射笠
１００から離れるにつれて照度は徐々に低下し、反射笠１００から垂直方向で最も離れた
位置（水平距離：０ｍｍ及び４０００ｍｍ，垂直距離：４０００ｍｍ）で５５８ルクスと
なり、水平方向で最も離れた位置（水平距離：２０００ｍｍ，垂直距離：４０００ｍｍ）
で５１０ルクスとなった。
【００５４】
　上記（１）～（３）の測定結果より、２台の反射笠１００の可動式反射板１０を狭角位
置から広角位置に移動させるに従って、光の照度が均等化されることが確認された。さら
に、１台の反射笠１００を使用した場合より、２台の反射笠１００を使用した方が、光の
照度をより均等化することが可能となることが確認された。このように、本発明の反射笠
１００を使用すれば、可動式反射板１０の角度を調整するだけの簡単な操作で、均等な光
照射を容易に実現することが可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
　本発明の反射笠は、ルームライト、ダウンライト、スポットライト、車両用ヘッドライ
ト等の照明器具において好適に利用することができる。
【符号の説明】
【００５６】
　１　　　　反射面
　１０　　　可動式反射板
　１１　　　スリーブ
　１２　　　調整バー
　１３　　　第二ブラケット（ブラケット）
　１４　　　操作部
　１５　　　拡張反射部
　２０　　　角度変更機構
　３０　　　固定式反射板
　５０　　　光源ランプ
　５１　　　ベース
　１００　　反射笠
 



(10) JP 5144590 B2 2013.2.13

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】



(11) JP 5144590 B2 2013.2.13

【図９】 【図１０】



(12) JP 5144590 B2 2013.2.13

10

フロントページの続き

(56)参考文献  実開昭５７－１０６１０９（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開平０６－０６８２０６（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００８－１２５４１２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－３２５６０２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ２１Ｓ　　　２／００　，８／０２，　８／０４，　８／１０　　　
              Ｆ２１Ｖ　　　７／１０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

